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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画コンテンツを記録手段に記録する記録ステップと、
　上記記録手段に記録された動画コンテンツを再生して表示装置に表示する際、上記動画
コンテンツを代表する代表画像として、上記動画コンテンツから一部の画像を選出する代
表画像選出ステップと、
　上記代表画像を表示装置に表示させる表示処理ステップと、
　上記動画コンテンツの再生が終了すると、上記代表画像を上記表示装置に表示させ、当
該代表画像に対応する画像テキスト情報をユーザに入力させる操作入力ステップと、
　所定の抽出手法に従って上記代表画像から抽出された代表特徴情報と上記操作入力ステ
ップにおいて入力された上記画像テキスト情報とを対応付けて登録することにより、任意
の映像コンテンツから上記抽出手法に従って抽出された画像ごとの任意映像特徴情報を用
いて上記任意の映像コンテンツが有する画像に対応する内容文字情報を取得するためのデ
ータベースを生成するデータベース生成ステップと
　を有し、
　上記操作入力ステップでは、
　ユーザの操作入力に応じて入力される上記画像テキスト情報と、入力された画像テキス
ト情報を確定するための決定ボタンとを上記代表画像と共に上記表示装置に表示する
　データベース作成方法。
【請求項２】
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　上記代表画像選出ステップでは、
　上記動画コンテンツから上記抽出手法に従って生成された上記代表特徴情報を用いて上
記代表画像を選定する
　請求項１に記載のデータベース作成方法。
【請求項３】
　上記代表画像選出ステップでは、
　シーンチェンジごとに上記代表画像を選出する
　請求項１に記載のデータベース作成方法。
【請求項４】
　上記データベース生成ステップでは、
　上記画像テキスト情報と、上記代表特徴情報を表す代表特徴情報識別子とを対応付けて
登録する
　請求項１に記載のデータベース作成方法。
【請求項５】
　上記代表画像選出ステップでは、
　上記動画コンテンツから上記抽出方法に従って生成された上記代表特徴情報の全てを所
定の記録部に記録すると共に、上記動画特徴情報を用いて上記代表画像を選定する
　請求項１に記載のデータベース作成方法。
【請求項６】
　上記代表画像選出ステップでは、
　上記抽出手法に従って上記動画コンテンツから抽出された上記代表特徴情報の全てを所
定の記録部に記録すると共に、上記動画特徴情報を用いて上記代表画像を選定し、
　上記データベース生成ステップでは、
　上記代表特徴情報識別子と上記画像テキスト情報とを上記データベースに登録すること
により、上記代表特徴情報と上記画像テキスト情報とを対応付けて登録する
　請求項１に記載のデータベース生成方法。
【請求項７】
　上記ユーザの要求に応じて、上記ユーザが選定した選定画像に対応する画像テキスト情
報をユーザに入力させる任意入力ステップと、
　上記抽出手法に従って上記選定画像から抽出された選定特徴情報と上記画像テキスト情
報とを対応付けて登録する任意登録ステップと
　を有する請求項１に記載のデータベース作成方法。
【請求項８】
　上記任意登録ステップでは、
　上記選定特徴情報として、上記選定画像に対応する上記代表特徴情報を上記記録部から
取得する
　請求項７に記載のデータベース作成方法。
【請求項９】
　上記操作入力ステップでは、
　ユーザの操作入力に応じて上記代表画像選出ステップと、上記表示処理ステップと、上
記操作入力ステップと、上記データベース生成ステップとからなるデータベース生成処理
を中止する
　請求項１に記載のデータベース作成方法。
【請求項１０】
　上記代表画像選出ステップでは、
　上記代表特徴情報を用いて上記一部の画像を選定すると共に、上記一部の画像のうち、
上記データベースに既に登録されている上記代表特徴情報の抽出元となる上記代表画像と
類似しない画像を新たな上記代表画像として選定する
　請求項１に記載のデータベース作成方法。
【請求項１１】
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　上記操作入力ステップでは、
　ユーザの操作入力に応じて表示中の代表画像についての操作入力ステップと、データベ
ース生成ステップとを省略し、次の代表画像を表示する
　請求項１に記載のデータベース作成方法。
【請求項１２】
　上記操作入力ステップでは、
　ユーザの操作入力に応じて表示中の代表画像についての操作入力ステップとデータベー
ス生成ステップとを省略する旨を操作入力させるための中止ボタンを上記代表画像と共に
上記表示装置に表示する
　請求項１１に記載のデータベース作成方法。
【請求項１３】
　上記操作入力ステップでは、
　ユーザの操作入力に応じて上記画像テキスト情報をユーザに入力させるためのキーボー
ド画像を表示する
　請求項１に記載のデータベース作成方法。
【請求項１４】
　上記操作入力ステップでは、ユーザの操作入力に応じて上記画像テキスト情報をユーザ
に入力させるためのキーボード画像を表示するためのキーボードボタンを上記代表画像と
共に上記表示装置に表示する
　請求項１３に記載のデータベース作成方法。
【請求項１５】
　コンピュータに対して、
　動画コンテンツを記録手段に記録する記録ステップと、
　上記記録手段に記録された動画コンテンツを再生して表示装置に表示する際、上記動画
コンテンツを代表する代表画像として、上記動画コンテンツから一部の画像を選出する代
表画像選出ステップと、
　上記代表画像を表示装置に表示させる表示処理ステップと、
　上記動画コンテンツの再生が終了すると、上記代表画像を上記表示装置に表示させ、当
該代表画像に対応する画像テキスト情報をユーザに入力させる操作入力ステップと、
　所定の抽出手法に従って上記代表画像から抽出された代表特徴情報と上記操作入力ステ
ップにおいて入力された上記画像テキスト情報とを対応付けて登録することにより、任意
の映像コンテンツから上記抽出手法に従って抽出された画像ごとの任意映像特徴情報を用
いて上記任意の映像コンテンツが有する画像に対応する内容文字情報を取得するためのデ
ータベースを生成するデータベース生成ステップとを実行させ、
　上記操作入力ステップでは、
　ユーザの操作入力に応じて入力される上記画像テキスト情報と、入力された画像テキス
ト情報を確定するための決定ボタンとを上記代表画像と共に上記表示装置に表示させる
　データベース作成プログラム。
【請求項１６】
　動画コンテンツを記録する記録部と、
　上記記録手段に記録された動画コンテンツを再生して表示装置に表示する際、上記動画
コンテンツを代表する代表画像として、上記動画コンテンツから一部の画像を選出する代
表画像選出部と、
　上記代表画像を表示装置に表示させる表示処理部と、
　上記動画コンテンツの再生が終了すると、上記代表画像を上記表示装置に表示させ、当
該上記代表画像に対応する画像テキスト情報をユーザに入力させる操作入力部と、
　所定の抽出手法に従って上記代表画像から抽出された代表特徴情報と上記操作入力ステ
ップにおいて入力された上記画像テキスト情報とを対応付けて登録することにより、任意
の映像コンテンツから上記抽出手法に従って抽出された画像ごとの任意映像特徴情報を用
いて上記任意の映像コンテンツが有する画像に対応する内容文字情報を取得するためのデ
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ータベースを生成するデータベース生成部とを有し、
　上記操作入力部は、
　ユーザの操作入力に応じて入力される上記画像テキスト情報と、入力された画像テキス
ト情報を確定するための決定ボタンとを上記代表画像と共に上記表示装置に表示する
　データベース作成装置。
【請求項１７】
　動画コンテンツを記録する記録部と、
　上記記録手段に記録された動画コンテンツを再生して表示装置に表示する際、上記動画
コンテンツを代表する代表画像として、上記動画コンテンツから一部の画像を選出する代
表画像選出部と、
　上記代表画像を表示装置に表示させる表示処理部と、
　上記動画コンテンツの再生が終了すると、上記代表画像を上記表示装置に表示させ、当
該上記代表画像に対応する画像テキスト情報をユーザに入力させる操作入力部と、
　所定の抽出手法に従って上記代表画像から抽出された代表特徴情報と上記操作入力ステ
ップにおいて入力された上記画像テキスト情報とを対応付けて登録することにより、任意
の映像コンテンツから上記抽出手法に従って抽出された画像ごとの任意映像特徴情報を用
いて上記任意の映像コンテンツが有する画像に対応する内容文字情報を取得するためのデ
ータベースを生成するデータベース生成部とを有し、
　上記操作入力部は、
　ユーザの操作入力に応じて入力される上記画像テキスト情報と、入力された画像テキス
ト情報を確定するための決定ボタンとを上記代表画像と共に上記表示装置に表示する
　映像コンテンツ記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データベース作成方法、データベース作成プログラム、データベース作成装
置及び映像コンテンツ記録装置に関し、例えばビデオカメラの撮像データや地上ディジタ
ル放送番組などの各種映像データを記録するハードディスクレコーダに適用して好適なも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ハードディスクレコーダにおいては、テレビジョン放送番組を録画するだけでな
く、当該テレビジョン放送番組を管理する管理リストを自動的に作成し、タイトル及び内
容を表すテキスト情報などを当該管理リストに登録すると共に、一覧表示やテレビジョン
放送番組の検索などに利用するようになされたものがある。
【０００３】
　このようなハードディスクレコーダでは、例えば地上波ディジタル放送で配信される放
送信号からテレビジョン放送番組の配信予定やタイトル、内容などを表すＥＰＧ（Electr
ic Program Guide）情報をテキスト情報として取得するようになされている。
【０００４】
　また、ハードディスクレコーダの中には、インターネット等などを介して配信されるス
トリーミングコンテンツを管理する管理リストに登録して検索などに利用することを目的
として、ストリーミングコンテンツが有するテキスト情報を取得するようになされたもの
が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－３６２５９公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところでハードディスクレコーダは、映像コンテンツとして地上波ディジタル放送番組
やストリーミングコンテンツだけでなく、例えばビデオカメラで撮像された撮像データや
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、ユーザ自身が編集した編集データなどのプライベートデータも記録することができるよ
うになされている。このプライベートデータは、タイトルや内容を表すテキスト情報など
が付加されていないため、プライベートデータの内容を表すテキスト情報を取得すること
ができないという問題があった。
【０００６】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、映像コンテンツに対応付ける内容文字情
報のデータベースを容易に作成し得るデータベース作成方法、データベース作成プログラ
ム、データベース作成装置及び映像コンテンツ記録装置を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる課題を解決するため本発明においては、動画コンテンツを記録手段に記録する記
録ステップと、記録手段に記録された動画コンテンツを再生して表示装置に表示する際、
動画コンテンツを代表する代表画像として、動画コンテンツから一部の画像を選出する代
表画像選出ステップと、代表画像を表示装置に表示させる表示処理ステップと、動画コン
テンツの再生が終了すると、代表画像を表示装置に表示させ、当該代表画像に対応する画
像テキスト情報をユーザに入力させる操作入力ステップと、所定の抽出手法に従って代表
画像から抽出された代表特徴情報と操作入力ステップにおいて入力された画像テキスト情
報とを対応付けて登録することにより、任意の映像コンテンツから抽出手法に従って抽出
された画像ごとの任意映像特徴情報を用いて任意の映像コンテンツが有する画像に対応す
る内容文字情報を取得するためのデータベースを生成するデータベース生成ステップとを
設け、操作入力ステップでは、ユーザの操作入力に応じて画像テキスト情報をユーザに入
力させるためのキーボード画像を表示するようにした。
【０００８】
　これにより、ユーザに対し、表示された代表画像に対応する画像テキスト情報を入力さ
せるだけの簡易な作業を実行させるだけでデータベースを作成することができる。
【０００９】
　また本発明においては、動画コンテンツを記録する記録部と、記録手段に記録された動
画コンテンツを再生して表示装置に表示する際、動画コンテンツを代表する代表画像とし
て、動画コンテンツから一部の画像を選出する代表画像選出部と、代表画像を表示装置に
表示させる表示処理部と、動画コンテンツの再生が終了すると、代表画像を表示装置に表
示させ、当該代表画像に対応する画像テキスト情報をユーザに入力させる操作入力部と、
所定の抽出手法に従って代表画像から抽出された代表特徴情報と操作入力ステップにおい
て入力された画像テキスト情報とを対応付けて登録することにより、任意の映像コンテン
ツから抽出手法に従って抽出された画像ごとの任意映像特徴情報を用いて任意の映像コン
テンツが有する画像に対応する内容文字情報を取得するためのデータベースを生成するデ
ータベース生成部とを設け、操作入力部は、ユーザの操作入力に応じて画像テキスト情報
をユーザに入力させるためのキーボード画像を表示するようにした。
【００１０】
　これにより、ユーザに対し、表示された代表画像に対応する画像テキスト情報を入力さ
せるだけの簡易な作業を実行させるだけでデータベースを作成することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ユーザに対し、表示された代表画像に対応する画像テキスト情報を入
力させるだけの簡易な作業を実行させるだけでデータベースを作成することができ、かく
して映像コンテンツに対応付ける内容文字情報のデータベースを容易に作成し得るデータ
ベース作成方法、データベース作成プログラム、データベース作成装置及び映像コンテン
ツ記録装置を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
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【００１３】
（１）ハードディスクレコーダの全体構成
　図１において１は、全体としてハードディスクレコーダを示し、図示しないビデオカメ
ラから入力される映像コンテンツとしての撮像データを記録したり、地上波ディジタル放
送のテレビジョン放送番組を受信して録画し得るようになされている。
【００１４】
　このハードディスクレコーダ１では、図示しないＣＰＵ（Central Processing Unit ）
、ＲＯＭ（Read Only Memory）及びＲＡＭ（Random Access Memory）から構成される制御
部２がハードディスクレコーダ１の全体を統括的に制御するようになされている。制御部
２は、ＲＯＭ又はハードディスクドライブ４に格納されている基本プログラムやデータベ
ース生成プログラム、タイトル候補表示プログラム等をＲＡＭに展開することによって、
これらのプログラムに基づいて各種処理や後述するテキストデータベース生成処理、タイ
トル候補表示処理を実行するようになされている。
【００１５】
　このハードディスクレコーダ１は、外部のリモートコントローラ３０の操作によりユー
ザから各種要求がなされた場合、このリモートコントローラ３０によって生成された操作
信号をリモートコントローラインターフェース１０を介して取得し、これを制御部２へ供
給するようになされている。
【００１６】
　例えば、外部インターフェース１１に接続されたビデオカメラ（図示せず）が有する撮
像データを記録する旨の記録要求を表す操作信号がリモートコントローラインターフェー
ス１０から供給されると、制御部２は、撮像データの記録処理を実行する。
【００１７】
　すなわち制御部２は、外部インターフェース１１を介してビデオカメラ（図示せず）か
ら入力される入力撮像データを記録済撮像データとしてハードディスクドライブ４に記録
する。このとき制御部２は、この記録済撮像データにシリアル番号などでなる撮像データ
ＩＤを付加する。
【００１８】
　さらに制御部２は、撮像データＩＤに関連付けて、撮像データに付加されている例えば
撮像された日時や編集された日時などを表す撮像日時情報と、外部インターフェース１１
が有する入力端子のうち、いずれの入力端子から入力されたかを表す入力情報とを登録す
ることにより、管理リストとしての撮像データ管理リスト４３（詳しくは後述する）を作
成し、これをフラッシュメモリ５に記録する。
【００１９】
　また、ハードディスクドライブ４に記録されている記録済撮像データを再生する旨の再
生要求を表す操作信号がリモートコントローラインターフェース１０から供給されると、
制御部２は、記録済撮像データの再生処理を実行する。
【００２０】
　すなわち、制御部２は、ハードディスクドライブ４からユーザの指定した記録済撮像デ
ータを読み出すと共に、記録済撮像データのうち、映像データである再生映像データを映
像デコーダ１２へ、音声データを音声デコーダ１３へ送出する。
【００２１】
　制御部２は、再生映像データを映像デコーダ１２によって所定の復号方式に従って復号
し、この復号された再生映像信号ＤＰに対して映像信号処理回路１４によってアナログ信
号への変換処理やミキシング処理等を実行し、これを映像出力端子１６へ送出する。この
結果、制御部２は、映像出力端子１６に接続された図示しない表示装置に再生映像信号Ｄ
Ｐに基づく映像を表示させる。
【００２２】
　また制御部２は、音声データを音声デコーダ１３によって所定の復号方式に従って復号
し、この復号された音声信号をディジタルアナログ変換器１５によってアナログ信号へ変
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換し、音声出力端子１７へ送出する。この結果、制御部２は、音声出力端子１７に接続さ
れた図示しないスピーカからこの音声データに基づく音声を出力させる。
【００２３】
　このように、ハードディスクレコーダ１は、外部インターフェース１１から入力される
撮像データなどの映像コンテンツを記録及び再生するようになされている。
【００２４】
　さらに、現在放送中のテレビジョン放送番組を録画する旨の録画要求を表す操作信号が
リモートコントローラインターフェース１０から供給されると、制御部２は、現在放送中
のテレビジョン放送番組を受信すると共に当該テレビジョン放送番組の録画処理を実行す
る。
【００２５】
　すなわち、制御部２は、選局された周波数帯域のディジタル放送信号をチューナ２１に
よって選択して受信し、当該ディジタル放送信号を復調器２２へ送出する。制御部２は、
このディジタル放送信号を復調器２２によって復調し、この復調されたディジタル放送信
号のスクランブルをデスクランブラ２３によって解除し、このスクランブルを解除された
ディジタル放送信号を多重分離器２４によって放送映像データ、音声データ及びＥＰＧ情
報のパケットに分離する。そして制御部２は、放送映像データ及び音声データを録画済番
組としてハードディスクドライブ４に記録する。
【００２６】
　さらに制御部２は、録画処理を終了する際、内部時計２５から取得されるテレビジョン
放送番組の録画日時、ＥＰＧ（Electric Program Guide）情報から抽出された録画済番組
のタイトル情報、録画済番組の内容を表す番組テキスト情報等を登録することにより、録
画済番組管理リストを作成し、これをフラッシュメモリ５に記録する。
【００２７】
　また、ハードディスクドライブ４に記録された録画済番組の一覧を表示する旨の表示要
求を表す操作信号がリモートコントローラインターフェース１０から供給されると、制御
部２は、フラッシュメモリ５から録画済番組管理リストを読み出すと共に、当該録画済番
組管理リストに基づく画像データを生成し、これを映像デコーダ１２へ送出する。この結
果、制御部２は、記録済撮像データの再生処理と同様の処理によってこの録画済番組管理
リストに基づく番組一覧表を表示装置（図示せず）に表示させる。
【００２８】
　このようにハードディスクレコーダ１は、外部インターフェース１１を介して入力され
る撮像データの記録処理及び再生処理に加えて、放送中のテレビジョン放送番組を記録済
番組として録画すると共に、ユーザの要望に応じて、ＥＰＧ情報を用いて自動的に生成し
た録画済番組管理リストに基づき録画済番組管理リストのタイトル情報などを含む番組一
覧表を表示装置に表示させ得るようになされている。
【００２９】
（２）画像テキストデータベースの生成
　ところで、上述したように外部インターフェース１１を介して入力される撮像データに
は撮像データのタイトルや内容を表すテキスト情報が付加されていないため、従来のハー
ドディスクレコーダでは、撮像データが記録された段階で、記録済撮像データの内容を表
すようなタイトルや撮像データの内容を示唆するようなテキスト情報を撮像データ管理リ
スト４３に自動的に登録することができなかった。
【００３０】
　ここで一般的に、撮像データなどの映像データから画像の特徴を表す特徴情報を抽出す
る様々な技術が知られており、この特徴情報を用いて画像間の類似性を判断することがで
きる手法が提案されている。複数の画像が互いに類似している場合、これらの画像が表す
内容はほぼ同一であると考えられることから、一の画像の内容を表すテキスト情報は、類
似すると判断された他の画像に対する内容をも表している可能性が高いと考えられる。
【００３１】
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　従ってハードディスクレコーダ１は、仮に画像の特徴情報に対応する画像テキスト情報
が登録されたデータベースを有していれば、当該特徴情報を用いて当該記録済画像データ
が有する画像と類似する画像をデータベースから検出し、検出された画像の特徴情報に対
応する画像テキスト情報を記録済撮像データの内容を示唆する内容文字情報として利用で
きると考えられる。
【００３２】
　そこで本実施の形態におけるハードディスクレコーダ１は、画像の特徴情報に対応する
画像テキスト情報ＴＸが登録された画像テキストデータベース４２を生成するようになさ
れている。次に、この画像テキストデータベース４２を生成するデータベース生成処理に
ついて説明する。このデータベース生成処理においてハードディスクレコーダ１の制御部
２は、データベース生成プログラムを実行することにより図２に示すような機能ブロック
を実現するようになされている。
【００３３】
　ハードディスクレコーダ１は、例えばハードディスクドライブ４（図１）に記録された
記録済撮像データの再生処理を実行する際に、再生処理と並行してデータベースの生成処
理を実行するようになされている。
【００３４】
　すなわちハードディスクレコーダ１の制御部２は、映像デコーダ１２によって復号化さ
れた再生映像信号ＤＰを映像信号処理回路１４に供給させ、この再生映像信号ＤＰに基づ
く画像を表示装置（図示せず）に表示させると共に、図２に示すように再生映像信号ＤＰ
を制御部２の画像解析部３１及び代表画像選出部３３に供給させる。
【００３５】
　画像解析部３１は、記録済撮像データを構成する各フレーム画像の特徴を表す特徴情報
として、再生映像信号ＤＰから再生映像特徴データＤＳを抽出し、これを識別子付加部３
２及び代表画像選出部３３に供給する。
【００３６】
　すなわち画像解析部３１は、再生映像信号ＤＰが供給されると、例えば再生映像信号Ｄ
Ｐが有する各フレーム画像を５×５の２５の領域に分割し、この領域ごとに輝度信号（Ｙ
信号）のＤＣＴ（Discrete Cosine Transform）係数を算出する。そして２５の領域に対
応するＤＣＴ係数を２５次のベクトルとして表し、これをフレーム画像単位ごとの再生映
像特徴データＤＳとする。
【００３７】
　識別子付加部３２は、撮像データに固有の撮像データＩＤに対して例えば通し番号を付
加して特徴情報識別子Ｔｉｄを生成し、再生映像特徴データＤＳに当該特徴情報識別子Ｔ
ｉｄを付加すると、これらをフラッシュメモリ５の特徴データ記録部４１に供給すると共
に、図示しないＲＡＭに一時記録する。
【００３８】
　特徴データ記録部４１は、特徴情報識別子Ｔｉｄの付加された再生映像特徴データＤＳ
が供給されると、この特徴情報識別子Ｔｉｄと再生映像特徴データＤＳとを関連付けた状
態で、全ての再生映像特徴データＤＳを蓄積特徴データＤＳａとして記録する。
【００３９】
　一方代表画像選出部３３は、画像解析部３１から供給される再生映像特徴データＤＳか
ら代表特徴データＤＳｒを選出して識別子特定部３４に送出する。
【００４０】
　すなわち代表画像選出部３３は、例えば前後２つの再生映像特徴データＤＳ間における
ベクトルとしての距離（以下、これを前後間距離と呼ぶ）を算出し、この前後間距離が所
定のシーンチェンジ閾値以上となる再生映像特徴データＤＳの組み合わせを検出する。
【００４１】
　このとき代表画像選出部３３は、前後間距離がシーンチェンジ閾値以上となる再生映像
特徴データＤＳの組み合わせを検出すると、前後２つの特徴データのうち、後ろの再生映
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像特徴データＤＳの元となるフレーム画像が前の再生映像特徴データＤＳの元となるフレ
ーム画像からシーンチェンジしたと判断し、この後ろの再生映像特徴データＤＳを代表特
徴データＤＳｒとする。
【００４２】
　ここで一般的に、撮像データのような動画コンテンツは、類似する画像ごとのブロック
によって構成されている。従って、代表画像選出部３３は、シーンチェンジを検出するこ
とにより、各ブロックを代表する画像から抽出された再生映像特徴データＤＳを代表特徴
データＤＳｒとすることができる。
【００４３】
　識別子特定部３４は、代表画像選定部３３から代表特徴データＤＳｒが供給されると、
特徴情報識別子Ｔｉｄが付加された再生映像特徴データＤＳと代表特徴データＤＳｒとを
照合し、代表特徴データＤＳｒと合致した再生映像特徴データＤＳの特徴情報識別子Ｔｉ
ｄを、代表特徴データＤＳｒの特徴情報識別子Ｔｉｄ（以下、これを代表特徴情報識別子
Ｔｉｄｒと呼ぶ）として特定し、これをテキスト付加部３５及び代表画像選出部３３に送
出する。
【００４４】
　そして記録済撮像データの再生処理が終了すると、代表画像選出部３３は、代表特徴情
報識別子Ｔｉｄｒを用いて代表特徴データＤＳｒの抽出元となった再生映像特徴データＤ
Ｓ（以下、これを代表画像データＰＤｒと呼ぶ）を特定し、図示しないＲＯＭから読み出
された画像データに対してこの代表画像データＰＤｒを重畳することにより、テキスト入
力画像データＰＤｎを生成し、これを映像信号処理回路１４に送出する。
【００４５】
　この結果図３に示すように、ハードディスクレコーダ１は、図示しない表示装置にテキ
スト入力画面５０を表示させ得るようになされている。
【００４６】
　このテキスト入力画面５０では、代表画像データＰＤｒに基づく代表画像５１が表示さ
れると共に、例えば「画像の内容を示す言葉を入力してください」と表示されることによ
り、ユーザにテキスト入力画面５０の下部分に表示されたテキスト入力欄５２に代表画像
５１に対応する画像テキスト情報ＴＸを入力させるようになされている。
【００４７】
　このときテキスト入力画面５０では、右部分に表示された３つのボタンの内、一番上の
キーボードボタン５３にカーソルを配置しており、カーソルが配置されたキーボードボタ
ン５３を他のボタンとは異なる色で表示している。
【００４８】
　ここで、キーボードボタン５３にカーソルが配置された状態でリモートコントローラ３
０の図示しない決定ボタンが押下されると、図４に示すように代表画面選出部３３は、図
示しないＲＯＭから読み出した画像データに基づいて、キーボード画面６０を表示装置に
表示させる。
【００４９】
　キーボード画面６０には、テキスト入力画面５０と同様に下部分にテキスト入力欄５２
が表示されると共に、戻るボタン６１若しくは平仮名が５０音順に一覧表示されたキーボ
ードボタン群６２のいずれかにカーソルが配置されている。
【００５０】
　代表画面選出部３３（図２）は、リモートコントローラ３０（図１）の図示しない矢印
ボタン及び決定ボタンを用いてユーザにキーボードボタン群６２のいずれかのボタンを選
択させることにより、ユーザに代表画像５１と対応する画像テキスト情報ＴＸを入力させ
得るようになされている。
【００５１】
　また代表画面選出部３３は、キーボード画面６０の戻るボタン６１にカーソルが配置さ
れた状態でリモートコントローラ３０の決定ボタンが押下されると、表示装置にテキスト



(10) JP 4240330 B2 2009.3.18

10

20

30

40

50

入力画面５０（図３）を再度表示させる。
【００５２】
　そしてリモートコントローラ３０の図示しない矢印ボタンが押下されることにより、リ
モートコントローラインターフェース１０から操作信号が供給されると、代表画面選出部
３３は、キーボードボタン５３に配置されていたカーソルを決定ボタン５４、中止ボタン
５５に順次移動させる。
【００５３】
　ここで、決定ボタン５４にカーソルが配置された状態でリモートコントローラ３０（図
１）の図示しない決定ボタンが押下されると、制御部２（図２）は、入力された画像テキ
スト情報ＴＸをテキスト付加部３５に供給する。
【００５４】
　テキスト付加部３５は、ユーザによって入力された画像テキスト情報ＴＸと、識別子特
定部３４から供給される代表特徴情報識別子Ｔｉｄｒとを、フラッシュメモリ５の画像テ
キストデータベース４２（図２）に登録する。
【００５５】
　これにより図５に示すように、制御部２は、代表特徴情報識別子Ｔｉｄｒと画像テキス
ト情報ＴＸとが対応付けられて登録された画像テキストデータベース４２を生成すること
ができ、この画像テキストデータベース４２を使用することにより、データベース生成処
理と同様の抽出手法によって任意の映像コンテンツから抽出された特徴情報を用いて当該
映像コンテンツに対応する内容文字情報を取得し得るようになされている。
【００５６】
　一方、中止ボタン５５（図３）にカーソルが配置された状態でリモートコントローラ３
０の図示しない決定ボタンが押下されると、制御部２は、データベース生成処理を中止す
る。
【００５７】
　これによりハードディスクレコーダ１は、ユーザの気分に応じてデータベース生成処理
の実行の可否を決定させることができるため、ユーザに画像テキスト情報ＴＸの入力を強
要することなく、ユーザに画像テキスト情報ＴＸの入力を鬱陶しいと感じさせることを防
止することができる。
【００５８】
　なお、代表画像選出部３３は、再生映像特徴データＤＳのうち、人物や物体のようなテ
キスト情報に対応しやすい画像に対応する再生映像特徴データＤＳを選出し、この中から
代表特徴データＤＳｒを選定するようにすることができる。この場合、代表画像選出部３
１は、代表画像５１のうち、人物や物体に相当する領域のみを周囲よりも明るく表示する
ことにより、ユーザに当該人物や物体に対応する内容を入力することを理解させやすくで
き、ユーザに代表画像５１の内容を表す画像テキスト情報ＴＸを的確に入力させ得るよう
になされている。
【００５９】
　このように、ハードディスクレコーダ１は、再生処理と並行して再生映像信号ＤＰから
再生映像特徴データＤＳを抽出して特徴データ記録部４１に記録すると共に、当該再生映
像特徴データＤＳの中から各シーンを代表する代表画像データＤＰｒを選出する。そして
ハードディスクレコーダ１は、再生処理の終了後に代表画像データＤＰｒに基づく代表画
像５１を表示装置に表示させて、代表画像データＤＰｒに対応する画像テキスト情報ＴＸ
をユーザに入力させると共に、代表画像データＤＰｒに対応する代表特徴情報識別子Ｔｉ
ｄｒとこの画像テキスト情報ＴＸとを関連付けて登録することにより、画像に対応する内
容文字情報を取得するための画像テキストデータベース４２を生成し得るようになされて
いる。
【００６０】
（３）タイトル候補の表示
　次に、上述した画像テキストデータベース４２を用いて実行されるタイトル候補表示処
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理（タイトル候補取得処理及び一覧画面表示処理）について説明する。このタイトル候補
表示処理においてハードディスクレコーダ１の制御部２は、タイトル候補表示プログラム
を実行することにより図６に示す機能ブロックを実現するようになされている。
【００６１】
（３－１）タイトル候補の取得
　ハードディスクレコーダ１の制御部２は、ビデオカメラなどの外部機器から入力される
入力撮像データに対する記録処理の際、並行してタイトル候補取得処理を実行するように
なされている。
【００６２】
　すなわち制御部２は、外部インターフェース１１（図１）を介して入力される入力撮像
データをハードディスクドライブ４（図１）に記録すると共に、入力撮像データのうち、
映像デコーダ１２によって復号化された入力映像信号ＴＰを画像解析部３１に供給させる
。
【００６３】
　画像解析部３１は、データベース生成処理のときと同様の処理によって入力映像信号Ｔ
Ｐからフレーム画像ごとの入力映像特徴データＴＳを抽出し、これを特徴データ照合部６
２に供給する。
【００６４】
　特徴データ照合部６２は、入力映像特徴データＴＳが供給されると、画像テキスト情報
ＴＸが関連付けられている蓄積特徴データＤＳａのうち、当該入力映像特徴データＴＳに
対して最小距離を有する蓄積特徴データＤＳａを選定する。
【００６５】
　具体的に、特徴データ照合部６２は、フラッシュメモリ５の特徴データ記録部４１に記
録されている蓄積特徴データＤＳａと入力映像特徴データＴＳとを照合し、入力映像特徴
データＴＳとの距離が小さい順に例えば２０個の蓄積特徴データＤＳａを検出する。そし
て特徴データ照合部６２は、検出された蓄積特徴データＤＳａが画像テキストデータベー
ス４２に登録されている否かを判別する。
【００６６】
　ここで特徴データ照合部６２は、検出された蓄積特徴データＤＳａの特徴情報識別子Ｔ
ｉｄと画像テキストデータベース４２の代表特徴情報識別子Ｔｉｄｒとを照合し、検出さ
れた蓄積特徴データＤＳａの中に画像テキストデータベース４２に登録されているものが
存在する場合には、登録された蓄積特徴データＤＳａのうち、入力映像特徴データＴＳと
の距離が最小となる蓄積特徴データＤＳａを最小蓄積特徴データＤＳａｎとして選出する
。
【００６７】
　さらに特徴データ照合部６２は、最小蓄積特徴データＤＳａｎと入力映像特徴データＴ
Ｓとの距離が所定の類似閾値以下であるか否かを判別し、最小蓄積特徴データＤＳａｎと
入力映像特徴データＴＳとの距離が所定の類似閾値未満であった場合には、入力映像特徴
データＴＳに基づくフレーム画像が最小蓄積特徴データＤＳａｎに基づくフレーム画像と
類似していると判断し、この最小距離蓄積特徴データＤＳａｎが有する代表特徴情報識別
子Ｔｉｄｒをテキスト取得部６３に送出する。
【００６８】
　テキスト取得部６３は、代表特徴情報識別子Ｔｉｄｒに対応する画像テキスト情報ＴＸ
を画像テキストデータベース４２から取得すると、これらを内容文字情報ＴＸｃとして図
示しないＲＡＭに一時的に記録すると共に、現在の入力映像特徴データＴＳについての処
理を終了し、次の入力映像信号ＴＰに基づく入力映像特徴データＴＳの生成を開始する。
このときテキスト取得部６３は、同一の内容文字情報ＴＸｃが複数回に渡って取得された
場合には、その取得回数をカウントするようにする。
【００６９】
　そして制御部２は、記録処理中の入力撮像データが有する全ての入力映像特徴データＴ
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Ｓに対して内容文字情報ＴＸｃを取得する一連の処理を終了すると、テキスト取得部６３
は、ＲＡＭに一時記録した内容文字情報ＴＸｃのうち、画像テキストデータベース４２か
ら取得された回数の多い順から例えば１０個の内容文字情報ＴＸｃを選定し、図７に示す
ように、撮像データ管理リスト４３に登録する。
【００７０】
　これにより、制御部２は、入力撮像データにおける撮像時間が比較的長く、入力撮像デ
ータ占める割合の高いフレーム画像を表す内容文字情報ＴＸｃを選定し、これらをタイト
ル候補テキストＴＩとするため、記録処理の終了した記録済撮像データの内容を示唆して
いる可能性が比較的高い内容文字情報ＴＸｃをタイトル候補テキストＴＩとして登録し得
るようになされている。
【００７１】
　一方、特徴データ照合部６２は、検出された蓄積特徴データＤＳａの特徴情報識別子Ｔ
ｉｄと画像テキストデータベース４２の代表特徴情報識別子Ｔｉｄｒとを照合した際、検
出された蓄積特徴データＤＳａの中で画像テキストデータベース４２に登録されているも
のが存在しなかった場合には、現在の入力映像特徴データＴＳについての処理を終了し、
次の入力映像信号ＴＰに基づく入力映像特徴データＴＳの生成を開始する。
【００７２】
　また、特徴データ照合部６２は、最小蓄積特徴データＤＳａｎと入力映像特徴データＴ
Ｓとの距離が所定の類似閾値を超えると判別した場合には、入力映像特徴データＴＳに基
づくフレーム画像が最小蓄積特徴データＤＳａｎに基づくフレーム画像と類似していない
ため、現在の入力映像特徴データＴＳについての処理を終了し、次の入力映像信号ＴＰに
基づく入力映像特徴データＴＳの生成を開始する。
【００７３】
　このように、ハードディスクレコーダ１では、撮像データの記録処理の際に、入力映像
信号ＴＰから入力映像特徴データＴＳを抽出し、画像テキストデータベース４２に登録さ
れた蓄積特徴データＤＳａのうち、この入力映像特徴データＴＳと最も近い最小蓄積特徴
データＤＳａｎを特定し、最小蓄積特徴データＤＳａｎに対応する画像テキスト情報ＴＸ
を入力映像特徴データＴＳの抽出元となるフレーム画像の内容を表す内容文字情報ＴＸｃ
として取得すると共に、当該内容文字情報ＴＸｃを記録済撮像データの内容を示唆するタ
イトル候補テキストＴＩとして登録するようにした。
【００７４】
　これにより、ハードディスクレコーダ１では、ユーザに一切作業をさせることなく、記
録済撮像データの内容を示唆するタイトル候補テキストＴＩを撮像データ管理リスト４３
に登録し得るようになされている。
【００７５】
　なお、ハードディスクレコーダ１は、撮像データの記録処理の際に、撮像データＩＤと
、入力撮像データに付加されている撮像日時情報と、外部インターフェース１１のうち、
どの入力端子を介して撮像データが入力されたかを表す入力情報とを、この撮像データ管
理リスト４３（図７）に自動的に登録するようになされている。
【００７６】
　また、ハードディスクレコーダ１は、撮像データの記録処理と並行してタイトル候補取
得処理を実行することから、入力撮像データに対する記録処理が終了するのとほぼ同時に
、撮像データ管理リスト４３に内容文字情報ＴＸｃを登録することができる。
【００７７】
　従って入力撮像データに対する記録処理が終了した時点で、撮像データ管理リスト４３
には、撮像データのタイトルが登録されるタイトル欄Ｃｔと、サムネイル画像として選出
された画像が登録されるサムネイル欄Ｃｓが空白となり、撮像データＩＤ欄Ｃｉ、撮像日
時情報欄Ｃｄ、タイトル候補欄Ｃａ、入力情報欄Ｃｅにはそれぞれ該当する情報が登録さ
れた状態となる。
【００７８】
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（３－２）撮像データ一覧画面の表示
　ハードディスクレコーダ１の制御部２（図１）は、指定された全ての撮像データについ
ての撮像データの記録処理が終了したとき、又はユーザのリモートコントローラ３０の操
作により撮像データ一覧画面７０を表示する旨の要求を表す操作信号がリモートコントロ
ーラインターフェース１０から供給されたときには、タイトル候補表示プログラムに従っ
て一覧画面表示処理を実行するようになされている。
【００７９】
　すなわち、制御部２のタイトル付加部６４（図６）は、撮像データ管理リスト４３に基
づいて一覧画像データＤＬを生成し、これを映像信号処理回路１４に送出することにより
、図８に示すように表示装置（図示せず）に撮像データ一覧画面７０を表示させる。
【００８０】
　この撮像データ一覧画面７０には、撮像データ管理リスト４３に基づいて、撮像日時情
報表示領域７２及び入力情報表示領域７３にそれぞれ撮像日時情報及び入力情報がそれぞ
れ表示されている。
【００８１】
　また、撮像データ管理リスト４３（図７）にタイトルが登録されている場合には、タイ
トル表示領域７３に記録済撮像データのタイトルが表示される一方、タイトルが登録され
ていない場合には、タイトル表示領域７３は空白のままとなり、何も表示されないように
なされている。
【００８２】
　タイトル付加部６４は、撮像データ一覧画面７０の最上部に表示された記録済撮像デー
タにカーソルを配置することにより、当該最上部の記録済撮像データを周囲の色から変化
させて表示させている。そしてリモートコントローラ３０（図１）の矢印ボタン（図示せ
ず）がユーザによって押下されたことにより、リモートコントローラインターフェース１
０から操作信号が供給されると、タイトル付加部６４は、直下の記録済撮像データにカー
ソルを順次移動させるようになされている。
【００８３】
　そしてタイトル付加部６４（図６）は、一の記録済撮像データにカーソルが配置されて
いる状態で、リモートコントローラ３０（図１）の決定ボタン（図示せず）が押下される
と、カーソルが配置されている記録済撮像データについてのタイトル候補テキストＴＩを
、プルダウン方式によるサブ画面７５として表示すると共に、タイトル候補テキストＴＩ
の一つにカーソルを配置する。
【００８４】
　またタイトル付加部６４は、タイトル候補取得処理の際に画像テキストデータベース４
２から取得された回数の多い順に、サブ画面７５の最上からタイトル候補テキストＴＩを
表示するようになされている。
【００８５】
　これにより、ハードディスクレコーダ１は、記録済撮像データが有するフレーム画像の
内容に対応する内容文字情報ＴＸｃとして取得された回数の多い順に、すなわち記録済撮
像データが有する画像の中で、より多くの画像と対応する順にタイトル候補テキストＴＩ
を表示するため、記録済撮像データの内容を示唆している可能性の高いタイトル候補テキ
ストＴＩをユーザに提示することができ、記録済撮像データをわざわざ再生することなく
、記録済撮像データの内容を示唆するようなテキスト情報を表示装置に表示させることが
できる。
【００８６】
　なお、サブ画面７５の右下部分に表示された▽印は、サブ画面７５のさらに下方向にタ
イトル候補テキストＴＩが存在することを表しており、タイトル付加部６４は、リモート
コントローラ３０の下向きの矢印ボタンが押下されると、サブ画面７５をスクロールさせ
て下方向に存在するタイトル候補を表示する。
【００８７】
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　またタイトル付加部６４は、一のタイトル候補、例えば「富士山」にカーソルが配置さ
れた状態でリモートコントローラ３０の決定ボタンが押下されると、撮像データ管理リス
ト４３のタイトル欄Ｃｔにタイトル「富士山」を登録すると共に、撮像データ一覧画面７
０のタイトル表示領域７３にタイトル「富士山」を表示するようになされている。
【００８８】
　これにより、ハードディスクレコーダ１は、複数のタイトル候補の中から選択するだけ
の簡易な作業でユーザにタイトルを決定させることができ、ユーザにタイトルの手入力を
強いることなく、簡易な作業で撮像データ管理リスト４２にタイトルを登録し得るように
なされている。
【００８９】
　ちなみにタイトル付加部６４は、タイトルとして「富士山」が選択された場合には、表
示中の代表画像５１を有する記録済撮像データのうち、「富士山」と対応する画像を選択
してサムネイル画像表示領域７１に表示するようになされている。
【００９０】
　すなわちタイトル付加部６４は、表示されている記録済撮像データに基づいて「富士山
」に対応付けられて登録された代表特徴情報識別子Ｔｉｄｒが存在する場合には、このう
ち一つの代表特徴情報識別子Ｔｉｄｒを画像テキストデータベース４２から選択し、これ
を撮像データ管理リスト４３のサムネイル欄Ｃｓに登録すると共に、当該代表特徴情報識
別子Ｔｉｄｒに対応する画像をサムネイル画像として、サムネイル画像表示領域７１に表
示する。
【００９１】
　一方、タイトル付加部６４は、表示されている記録済撮像データに基づいて「富士山」
に対応付けられて登録された代表特徴情報識別子Ｔｉｄｒが存在しない場合には、他の記
録済撮像データに基づいて「富士山」に対応付けられた一の代表特徴情報識別子Ｔｉｄｒ
を選択し、この代表特徴情報識別子Ｔｉｄｒが表す蓄積特徴データＤＳａと最も類似する
入力映像特徴データＴＳを検出し、検出された入力映像特徴データＴＳの特徴情報識別子
Ｔｉｄを特定して撮像データ管理リスト４３のサムネイル欄Ｃｓに登録すると共に、当該
代表特徴情報識別子Ｔｉｄｒに対応する画像をサムネイル画像として、サムネイル画像表
示領域７１に表示する。
【００９２】
　また、タイトル付加部６４は、撮像データ管理リスト４３にタイトルが設定されておら
ず、サムネイル欄Ｃｓに代表特徴情報識別子Ｔｉｄｒが登録されていない場合には、記録
済撮像データにおける任意の画像（例えば最初のフレームの画像）をサムネイル画像表示
領域７１に表示する。
【００９３】
　これにより、タイトル付加部６４は、撮像データの内容を表すものとしてユーザが選定
したタイトルに対応する代表画像データＰＤｒをサムネイル画像として表示させることが
できるため、撮像データの内容を表す画像をサムネイル画像表示領域７１に表示すること
ができる。
【００９４】
　また、タイトル付加部６４は、タイトル入力ボタン７６にカーソルが配置された状態で
リモートコントローラ３０の決定ボタンが押下されると、キーボード画面６０（図４）を
表示して、ユーザに任意のタイトルを入力させ得るようになされている。
【００９５】
　これにより、タイトル付加部６４は、表示されたタイトル候補テキストＴＩを参考にユ
ーザの好みに応じた自由なタイトルを入力させることができると共に、ユーザが表示され
たタイトル候補テキストＴＩを気に入らなかったような場合であっても、記録済撮像デー
タにユーザの好むタイトルを設定し得るようになされている。
【００９６】
　このようにハードディスクレコーダ１は、撮像データ一覧画面を表示する際に、タイト
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ル候補取得処理によって登録されたタイトル候補テキストＴＩをサブ画面７５に表示する
ことにより、ユーザにこのタイトル候補テキストＴＩの中から撮像データのタイトルを選
択させるようにした。
【００９７】
　これにより、ハードディスクレコーダ１は、表示されたタイトル候補テキストＴＩの中
から選択するだけの簡易な作業で記録済撮像データのタイトルをユーザに決定させること
ができ、撮像データ管理リスト４３へのタイトルの入力作業を簡易にし得るようになされ
ている。
【００９８】
（４）画像テキストデータベース生成処理手順
　次に、データベース生成プログラムに従って実行されるデータベース処理手順について
、図９のフローチャートを用いて説明する。
【００９９】
　ハードディスクレコーダ１の制御部２は、リモートコントローラ３０（図１）を介した
ユーザの操作に応じてハードディスクドライブ４に記録されている記録済撮像データに対
する再生処理を開始すると、データベース処理手順ＲＴ１の開始ステップから入ってステ
ップＳＰ１へ移り、映像デコーダ１２から供給される再生映像信号ＤＰに基づいて再生映
像特徴データＤＳを生成し、次のステップＳＰ２へ移る。
【０１００】
　ステップＳＰ２において、制御部２は、再生映像特徴データＤＳに特徴情報識別子Ｔｉ
ｄを付加すると共に、これをフラッシュメモリ５の特徴データ記録部４１（図２）に記録
すると、次のステップＳＰ３へ移る。
【０１０１】
　ステップＳＰ３において、制御部２は、例えばシーンチェンジの有無により、供給され
た再生映像特徴データＤＳが代表特徴データＤＳｒであるか否かについて判別し、否定結
果が得られた場合、制御部２は、ステップＳＰ１へ戻り、次の再生映像特徴データＤＳに
ついての処理を開始する。
【０１０２】
　これに対してステップＳＰ３において肯定結果が得られた場合、制御部２は、次のステ
ップＳＰ４へ移り、代表特徴データＤＳｒの代表特徴情報識別子Ｔｉｄｒを特定し、この
代表特徴情報識別子ＴｉｄｒをＲＡＭ（図示せず）に一時記録すると、次のステップＳＰ
５へ移る。
【０１０３】
　ステップＳＰ５において、制御部２は、再生された記録済撮像データにおける全ての再
生映像特徴データＤＰに対する処理を終了したか否かについて判別し、否定結果が得られ
た場合、制御部２は、ステップＳＰ１へ戻り、次の再生映像信号ＤＰに対する処理を開始
する。
【０１０４】
　これに対してステップＳＰ５において肯定結果が得られた場合、このことは記録済撮像
データの再生処理が終了したことを意味しており、このとき制御部２は、次のステップＳ
Ｐ６へ移る。
【０１０５】
　ステップＳＰ６において、制御部２は、ＲＡＭに記録された代表特徴情報識別子Ｔｉｄ
ｒを用いて代表画像データＤＰｒを特定し、当該代表画像データＤＰｒに基づく代表画像
５１を含むテキスト入力画面５０（図３）を表示装置（図示せず）に表示させると、次の
ステップＳＰ７へ移る。
【０１０６】
　ステップＳＰ７において、制御部２は、ユーザによって画像テキスト情報ＴＸが入力さ
れると、次のステップＳＰ８へ移る。
【０１０７】
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　ステップＳＰ８において、制御部２は、ステップＳＰ７において入力された画像テキス
ト情報ＴＸと、代表特徴情報識別子Ｔｉｄｒとを対応付けて画像テキストデータベース４
２（図５）に登録すると、次のステップＳＰ９へ移る。
【０１０８】
　ステップＳＰ９において、制御部２は、ＲＡＭに記録された全ての代表特徴データＤＳ
ｒについて処理を終了したか否かについて判別し、否定結果が得られた場合、制御部２は
、ステップＳＰ６へ戻って次の代表特徴データＤＳｒについての処理を開始する。
【０１０９】
　これに対してステップＳＰ９において肯定結果が得られた場合、制御部２は、次のステ
ップＳＰ１０へ移って処理を終了する。
【０１１０】
　なお制御部２は、このデータベース生成処理を記録済撮像データにつき１度限り実行す
るようになされており、同一の記録済撮像データに対して撮像データの再生処理を複数回
実行する場合には、２回目以降の撮像データの再生処理の際にはデータベース生成処理を
実行しないようになされている。
【０１１１】
　また制御部２は、記録済撮像データについて複数回目の再生処理を実行している際に、
ユーザの操作に応じて例えば表示中の画像に対応する画像テキスト情報ＴＸの入力をする
旨の入力要求を表す操作信号が供給された場合、制御部２は、表示中の画面を代表画像と
し、ステップＳＰ６からステップＳＰ１０までの処理を実行するようになされている。
【０１１２】
　この場合、制御部２は、表示中の画像データから再生映像特徴データを抽出する必要は
なく、ステップＳＰ８において表示中の画像データに対応する特徴情報識別子Ｔｉｄを特
定し、これを代表情報識別子Ｔｉｄｒとすれば良い。
【０１１３】
（５）タイトル候補表示処理手順
　次に、データベース生成プログラムに従って実行されるタイトル候補表示処理手順につ
いて、図１０のフローチャートを用いて説明する。
【０１１４】
　ハードディスクレコーダ１の制御部２は、リモートコントローラ３０（図１）を介した
ユーザの操作に応じて外部インターフェース１１に接続されたビデオカメラなどの外部機
器（図示せず）から入力される入力撮像データに対する記録処理を開始すると、タイトル
候補処理手順ＲＴ２の開始ステップから入ってステップＳＰ２１へ移り、映像デコーダ１
２から供給される入力映像信号ＴＰに基づいて入力映像特徴データＴＳを生成すると、次
のステップＳＰ２２へ移る。
【０１１５】
　ステップＳＰ２２において、制御部２は、ステップＳＰ２１において生成された入力映
像特徴データＴＳを、フラッシュメモリ５の特徴データ記録部４１（図６）に記録された
蓄積特徴データＤＳａと照合すると、次のステップＳＰ２３へ移り、蓄積特徴データＤＳ
ａの中から画像テキストデータベース４２に登録され、かつ入力映像特徴データＴＳとの
距離が最も小さい、すなわち最小距離を有する最小蓄積特徴データＤＳａｎを選出し、次
のステップＳＰ２４へ移る。
【０１１６】
　ステップＳＰ２４において、制御部２は、最小距離が所定の類似閾値以下であるか否か
について判別する。
【０１１７】
　ここで否定結果が得られた場合、このことは最小距離を有する最小蓄積特徴データＤＳ
ａｎと入力映像特徴データＴＳとが類似していないことを表しており、このとき制御部２
は、ステップＳＰ２１へ戻り、次の入力映像特徴データＴＳについての処理を開始する。
【０１１８】
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　これに対してステップＳＰ２４において肯定結果が得られた場合、このことは最小蓄積
特徴データＤＳａｎと入力映像特徴データＴＳとが類似していることを表しており、この
とき制御部２は、次のステップＳＰ２５へ移る。
【０１１９】
　ステップＳＰ２５において、制御部２は、画像テキストデータベース４２から最小蓄積
特徴データＤＳａｎに対応する内容文字情報ＴＸｃを取得し、これを入力映像信号ＴＰに
対応する内容文字情報ＴＸｃとしてＲＡＭ（図示せず）に一時記録すると、次のステップ
ＳＰ２６へ移る。
【０１２０】
　ステップＳＰ２６において、制御部２は、記録処理中の入力撮像データにおける全ての
入力映像特徴データＴＳに対する処理を終了したか否かについて判別し、否定結果が得ら
れた場合、制御部２は、ステップＳＰ２１へ戻り、次の入力映像信号ＴＰに対する処理を
開始する。
【０１２１】
　これに対してステップＳＰ２６において肯定結果が得られた場合、このことは入力撮像
データの記録処理が終了したことを意味しており、このとき制御部２は、次のステップＳ
Ｐ２７へ移る。
【０１２２】
　ステップＳＰ２７において、制御部２は、内容文字情報ＴＸｃの取得回数を確認し、取
得回数の多い順に例えば１０個の内容文字情報ＴＸｃをタイトル候補テキストＴＩとして
選定し、これを撮像データ管理リスト４３（図７）に登録すると、次のステップＳＰ２８
に移る。
【０１２３】
　ステップＳＰ２８において、制御部２は、画像テキストデータベース４３に基づいて、
記録済撮像データの一覧である撮像データ一覧画面７０（図８）を表示装置（図示せず）
に表示させると、次のステップＳＰ２９へ移る。このとき制御部２は、ユーザの操作に応
じてタイトル候補テキストＴＩをサブ画面７５Ａ表示させるようにする。
【０１２４】
　ステップＳＰ２９において、制御部２は、ユーザによって記録済撮像データのタイトル
が選定されると、次のステップＳＰ３０へ移る。
【０１２５】
　ステップＳＰ３０において、制御部２は、ステップＳＰ２９において選定されたタイト
ルを撮像データ管理リスト４３（図７）に登録すると、次のステップＳＰ３１に移って処
理を終了する。
【０１２６】
　なお、入力撮像データの記録処理を実行していない状態において、ユーザのリモートコ
ントローラ３０の操作に応じて撮像データ一覧画面７０（図８）を表示する旨を表す操作
信号がリモートコントローラインターフェース１０から供給された場合、制御部２は、ス
テップＳＰ２８からステップＳＰ３１までの一覧画面表示処理を実行するようになされて
いる。また制御部２は、入力撮像データの記録処理の際、ステップＳＰ２１からステップ
ＳＰ２７までのタイトル候補取得処理のみを実行し、そのままステップＳＰ３１に移るこ
とにより、一覧画面表示処理を省略することもできる。
【０１２７】
（６）動作及び効果
　以上の構成において、ハードディスクレコーダ１は、動画コンテンツである撮像データ
を代表する代表画像データＤＰｒとして、撮像データから一部の画像データを選出すると
共に、代表画像データＤＰｒに基づく代表画像５１を表示装置に表示させ、当該代表画像
５１に対応する画像テキスト情報ＴＸをユーザに入力させる。さらにハードディスクレコ
ーダ１は、輝度を用いた所定の抽出手法に従って代表画像データＰＤｒから抽出された代
表特徴情報ＤＳｒと、画像テキスト情報ＴＸとを対応付けて登録することにより、記録済
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撮像データのような任意の映像コンテンツから代表特徴情報ＤＳｒと同一の抽出方法に従
って抽出された入力映像特徴データＴＳを用いて記録済撮像データが有する画像に対応す
る内容文字情報ＴＸｃを取得させるための画像テキストデータベース４２を生成すること
ができる。
【０１２８】
　この結果、ハードディスクレコーダ１は、この画像テキストデータベース４２から入力
映像特徴データＴＳを用いて内容文字情報ＴＸｃを取得することができるため、撮像デー
タ管理リスト４３に撮像データの画像に対応するテキスト情報、すなわち撮像データの内
容を示唆するようなテキスト情報をタイトル候補テキストＴＩとして自動的に登録するこ
とが可能となる。
【０１２９】
　このときハードディスクレコーダ１は、撮像データの中から画像テキスト情報ＴＸと対
応付けるのに適した代表画像５１をシーンごとに選定し、この代表画像５１についてユー
ザに画像テキスト情報ＴＸの入力をさせるため、表示装置に表示された代表画像５１に対
して、当該代表画像５１に対応する画像テキスト情報ＴＸを入力するだけの単純な作業を
ユーザに実行させるだけで容易に画像テキストデータベース４２を作成することができる
。
【０１３０】
　さらにハードディスクレコーダ１は、撮像データの再生処理と並行してデータベース生
成処理を実行することにより、撮像データの再生処理が終了すると、すぐに代表画像５１
を表示することができ、例えばユーザの要求に応じて代表画像の選出を実行する場合とは
異なり、代表画像の選出のための処理時間（ステップＳＰ１～ステップＳＰ５）に渡って
ユーザを待たせることがない。
【０１３１】
　またハードディスクレコーダ１は、撮像データの再生処理の終了後に代表画像５１を表
示するため、撮像データを視聴して楽しんだ直後のユーザに当該撮像データの余韻を楽し
ませながら画像テキスト情報ＴＸを入力させることができ、ユーザに画像テキスト情報Ｔ
Ｘの入力作業に対するストレスを感じさせないようにできる。
【０１３２】
　さらにハードディスクレコーダ１は、撮像データの再生処理後のユーザが撮像データの
内容を記憶している内に代表画像５１を視認させることができ、代表画像５１の内容を思
い出させる必要がなく、簡易な作業でユーザに代表画像５１に対応する適切な画像テキス
ト情報ＴＸを入力させることができる。
【０１３３】
　またハードディスクレコーダ１は、撮像データから代表特徴データＤＳｒと同一の抽出
方法に従って生成された再生映像特徴データＤＳを用いて代表画像５１を選定するように
したため、例えば音声データを用いて代表画像５１を抽出する方法とは異なり、撮像デー
タから特徴データＤＳを抽出する処理を一回のみに限定することができ、制御部２の処理
負荷を軽減することができる。
【０１３４】
　さらにハードディスクレコーダ１は、撮像データから生成された再生映像特徴データＤ
Ｓの全てを特徴データ記録部４１に記録するため、ユーザの要求に応じて表示中の画像に
応じた画像テキスト情報ＴＸを画像テキストデータベース４２に登録する場合でも、表示
中の画像から再度特徴データＤＳを抽出する必要がない。また、この特徴データＤＳを利
用して例えばダイジェスト再生などの各種処理を実行することも可能となる。
【０１３５】
　また、撮像データの記録処理や再生処理を実行するハードディスクレコーダ１が画像テ
キストデータベース４２を生成するようにしたことにより、ユーザごとの嗜好や画像の傾
向を画像テキストデータベース４２に反映させることができ、画像テキストデータベース
４２を用いて撮像データの画像から当該撮像データの内容を的確に示唆するようなテキス
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ト情報を取得させることができる。
【０１３６】
　以上の構成によれば、ハードディスクレコーダ１は、撮像データから選定された一部の
代表画像５１を表示させ、ユーザに代表画像５１に対応する画像テキスト情報ＴＸを入力
させると共に、この画像テキスト情報ＴＸと代表画像５１に対応する代表特徴情報ＤＳｒ
を対応付けて登録された画像テキストデータベース４２を生成するようにしたことにより
、この画像テキストデータベース４２を用いて画像の特徴情報から当該画像に対応する内
容文字情報ＴＸｃを取得できる。このためハードディスクレコーダ１は、撮像データの内
容をユーザに入力させなくても撮像データの画像から当該撮像データの内容を示唆するよ
うなテキスト情報として、映像コンテンツが有する画像に対応する内容文字情報を取得で
き、かくして映像コンテンツに対応付ける内容文字情報のデータベースを容易に作成し得
るデータベースを作成し得るデータベース作成方法、データベース作成プログラム、デー
タベース作成装置及び映像コンテンツ記録装置を実現することができる。
【０１３７】
（７）他の実施の形態
　なお上述の実施の形態においては、代表画像選定部３３によって選定された代表特徴デ
ータＤＳｒに対応する全ての画像を代表画像５１として表示装置に表示させるようにした
場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば以前表示させたことのある代表画
像５１と類似しない画像のみを代表画像５１とするようにしても良い。
【０１３８】
　この場合、ハードディスクレコーダ１は、選定された代表特徴データＤＳｒと蓄積特徴
データＤＳａとを照合し、画像テキストデータベース４２に登録されている全ての蓄積特
徴データＤＳａとの距離が所定の表示閾値以上となる代表特徴データＤＳｒのみを、代表
画像５１として表示装置に表示させるようにする。ちなみに、この表示閾値は類似閾値と
同一の値に設定してもよく、異なる値に設定しても良い。
【０１３９】
　これにより、画像テキストデータベース４２に登録されている蓄積特徴データＤＳａと
近似するため、同一の画像テキスト情報ＴＸが入力されると予想されるような画像を表示
させないようにでき、ユーザに同じ言葉を繰り返し入力させることを防止できるため、入
力作業に対するストレスを極力感じさせないようにできる。
【０１４０】
　また上述の実施の形態においては、撮像データの再生処理の際に並行してデータベース
生成処理を実行するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば単
独で実行したり、記録処理の際に並行して実行するようにしても良い。
【０１４１】
　データベース生成処理を記録処理と並行して実行した場合、ハードディスクレコーダ１
は、例えばタイトル候補取得処理（図６）を実行しながら、画像解析部３１によって抽出
された特徴データＴＳに識別子付加部３２によって特徴情報識別子Ｔｉｄを付加してその
まま特徴データ記録部４１に記録するようにし、同時に代表画像選出部３３によって代表
特徴データＤＳｒを選出し、識別子特定部３４によって特定された代表特徴情報識別子Ｔ
ｉｄｒをフラッシュメモリ５又はハードディスクドライブ４に記録しておくようにする。
【０１４２】
　これにより、ハードディスクレコーダ１は、ユーザの要求に応じて代表特徴情報識別子
Ｔｉｄｒから対応する代表画像データＰＤｒを選定し、代表画像データＰＤｒに基づく代
表画像５１を表示装置に表示させるだけの簡易な処理によって、例え再生処理を一度も実
行していないような撮像データに対してであっても、いつでも、かつ迅速に代表画像５１
を表示装置に表示させ、ユーザに画像テキスト情報ＴＸの入力をさせることができる。
【０１４３】
　また、画像テキストデータベース４２に所定数以上の画像テキスト情報ＴＸが登録され
た場合には、データベース生成処理を省略するようにしたり、ユーザの要求に応じてデー
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タベース生成処理を実行するようにしても良い。
【０１４４】
　さらに上述の実施の形態においては、表示された代表画像５１の全てについて画像テキ
スト情報ＴＸをユーザに入力させるようにした場合について述べたが、本発明はこれに限
らず、例えばテキスト入力画面５０にスキップボタンを設け、当該スキップボタンにカー
ソルが配置された状態でリモートコントローラ３０の決定ボタンが押下されると、表示中
の代表画像５１についての処理を中止し、次の代表画像５１を表示するようにしても良い
。
【０１４５】
　これにより、表示された代表画像５１が画像テキスト情報ＴＸに対応しにくい（文字で
表現しづらい）ような画像であった場合には、ユーザはこの代表画像５１に対する画像テ
キスト情報ＴＸを付加しないことを選択することができるため、画像テキストデータベー
ス４２にふさわしくない画像テキスト情報ＴＸが当該画像テキストデータベース４２に登
録されるのを防止し得ると共に、代表画像５１に対応する画像テキスト情報ＴＸを考える
ことをユーザに負担に感じさせないようにできる。
【０１４６】
　さらに上述の実施の形態においては、全ての特徴データＤＳを特徴データ記録部４１に
記録するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、少なくとも代表特徴
データＤＳｒが記録されていれば良く、上述した実施の形態と同様の効果を得ることがで
きる。
【０１４７】
　さらに上述の実施の形態においては、画像解析部３１から代表画像選出部３３に特徴デ
ータＤＳを供給するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば識
別子付加部３２から特徴情報識別子Ｔｉｄの付加された特徴データＤＳを代表画像選出部
３３に供給するようにしても良い。これにより、識別子特定部３４によって代表特徴デー
タＤＳｒに対応する代表特徴情報識別子Ｔｉｄｒの特定をする処理が不要となり、制御部
２の処理負荷を軽減することができる。
【０１４８】
　さらに上述の実施の形態においては、ユーザの要求に応じて表示中の画像に画像テキス
ト情報ＴＸを入力させる際に、特徴データ記録部４１に記録された蓄積特徴データＤＳａ
を使用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えばダイジェス
ト再生の際の再生部分の選定など、種々の処理に利用するようにしても良い。
【０１４９】
　さらに上述の実施の形態においては、特徴データＤＳに対して撮像データＩＤと通し番
号とからなる特徴情報識別子Ｔｉｄが付加されるようにした場合について述べたが、本発
明はこれに限らず、記録済撮像データと特徴情報識別子Ｔｉｄとが対応付けられていれば
特徴情報識別子Ｔｉｄの付加方法について制限はない。
【０１５０】
　さらに上述の実施の形態においては、撮像データからフレーム画像ごとに再生映像特徴
データＤＳを生成ようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えばフィ
ールド画像ごとに再生映像特徴データＤＳを生成するようにしても良い。
【０１５１】
　さらに上述の実施の形態においては、撮像データの全てのフレーム画像から特徴データ
ＤＳを生成するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば数フレ
ームおきに再生映像特徴データＤＳを生成するようにしても良い。
【０１５２】
　さらに上述の実施の形態においては、代表画像５１の選出のために再生映像特徴データ
ＤＳを抽出するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば再生処
理を開始してから所定時間ごとに代表画像５１を選出するようにしても良く、種々の選出
方法を使用することができる。
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【０１５３】
　さらに上述の実施の形態においては、各フレーム画像の輝度（Ｙ）を用いて記録映像デ
ータＴＰからＤＣ係数を用いて入力映像特徴データＴＳを生成するようにした場合につい
て述べたが、本発明はこれに限らず、画像の色（Ｃｒ、Ｃｂ）や音声データなどを用いた
入力映像特徴データＴＳを使用したり、これらを適宜組み合わせるようにしても良い。
【０１５４】
また、８×８画素で構成されるブロックのＤＣ係数の各領域ごとの平均値を入力映像特徴
データＴＳとしたり、例えばフラクタル輪郭抽出法などの手法を用いて人体や物体の輪郭
を示すような人物認識特徴や物体識別特徴を記録映像データＴＰから抽出し、これを入力
映像特徴データＴＳとしても良い。
【０１５５】
　さらに上述の実施の形態においては、代表画像５１の選出のために、シーンチェンジを
検出するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば音声データに
基づく特徴データＤＳから生成されたヒストグラムに基づいて、所定の閾値以上となる特
徴データＤＳを検出し、これと対応する画像を代表画像５１とするようにすることができ
る。また、縮小画面データを利用したシーンチェンジや類似画像の頻度、類似画像の継続
長、若しくは人体認識特徴や物体識別特徴などのテキスト情報に対応しやすい特徴などが
検出された再生映像特徴データＤＳを代表特徴データＤＳｒとするようにしても良い。
【０１５６】
　さらに上述の実施の形態においては、画像ごとの再生映像特徴データＤＳを抽出すると
共に静止画像を代表画像５１として選出するようにした場合について述べたが、本発明は
これに限らず、例えば所定時間単位の動きベクトルを再生映像特徴データＤＳとして抽出
し、動画像を代表画像５１として選出するようにしても良い。この場合、制御部２は、動
画像を表す代表特徴情報識別子Ｔｉｄｒを画像テキストデータベース４２に登録するよう
にする。
【０１５７】
　さらに上述の実施の形態においては、撮像データなどの動画コンテンツを記録及び再生
するハードディスクレコーダ１がデータベース生成処理を実行するようにした場合につい
て述べたが、本発明はこれに限らず、例えばパーソナルコンピュータやビデオカメラ、ネ
ットワークに接続されたサーバなど、種々の情報処理装置がデータベース生成処理を実行
するようにしても良い。
【０１５８】
　さらに上述の実施の形態においては、ハードディスクレコーダ１が画像テキストデータ
ベース４２を用いて撮像データなどの動画コンテンツにおける画像に対応する内容文字情
報ＴＸｃを取得するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、画像テキ
ストデータベース４２を用いて静止画像などの各種映像コンテンツに対応する内容文字情
報ＴＸｃを取得するようにしても良い。
【０１５９】
　さらに上述の実施の形態においては、ハードディスクレコーダ１のフラッシュメモリ５
に画像テキストデータベース４２を記録するようにした場合について述べたが、本発明は
これに限らず、ハードディスク４に記録するようにしても良い。また、必ずしもハードデ
ィスクレコーダ１が画像テキストデータベース４２を有する必要はなく、例えば画像テキ
ストデータベース４２をネットワークで共有するようにしても良い。
【０１６０】
　この場合には、画像テキストデータベース４２と、当該画像テキストデータベース４２
に登録された代表特徴データＤＳｒとをサーバに記録し、各ハードディスクレコーダがネ
ットワークを介してこのサーバにアクセスするようにする。これにより、各ハードディス
クレコーダ１で画像テキストデータベース４２を生成する場合と比較して、より多くの代
表画像５１に対応する画像テキスト情報ＴＸを登録してタイトル候補取得処理の際に、一
段と近しい画像に対応する内容文字情報ＴＸｃを取得させることができると共に、ユーザ
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の画像テキスト情報ＴＸを入力する負荷を軽減することができる。
【０１６１】
　さらに上述の実施の形態においては、記録及び再生機能を有するハードディスクレコー
ダ１がデータベース生成処理を実行するようにした場合について述べたが、本発明はこれ
に限らず、映像コンテンツの記録及び再生機能を有するコンピュータや、記録機能のみを
有する記録装置、記録機能及び再生機能のみを有する記録再生装置がデータベース生成処
理を実行した場合であっても、本実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【０１６２】
　さらに上述の実施の形態においては、自動的に配信されるテレビジョン放送番組や外部
インターフェース１１を介して入力される撮像データを記録するようにした場合について
述べたが、本発明はこれに限らず、例えばインターネット経由でダウンロードした映像コ
ンテンツを記録するようにしても良い。
【０１６３】
　さらに上述の実施の形態においては、データベース生成プログラム等をＲＯＭ又はハー
ドディスクドライブ４に予め格納するようにした場合について述べたが、本発明はこれに
限らず、メモリースティック（ソニー株式会社の登録商標）などの外部記憶媒体からフラ
ッシュメモリ５などにインストールするようにしても良い。また、データベース生成プロ
グラムなどをＵＳＢ（Universal Serial Bus）やＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）（Instit
ute of Electrical and Electronics Engineers）８０２．１１ａ／ｂ／ｇなどの無線Ｌ
ＡＮ（Local Area Network）を介して外部から取得し、さらには地上ディジタルテレビジ
ョン放送やＢＳディジタルテレビジョン放送により配信されるようにしても良い。
【０１６４】
　さらに上述の実施の形態においては、代表画像選出部及び表示処理部としての代表画像
選出部３３と、操作入力部としてのリモートコントローラ３０及びリモートコントローラ
インターフェース１０と、データベース生成部としてのテキスト付加部３５とによってデ
ータベース作成装置としてのハードディスクレコーダ１を構成するようにした場合につい
て述べたが、本発明はこれに限らず、その他種々の構成でなる代表画像選出部、表示処理
部、操作入力部及びデータベース生成部によって本発明のデータベース作成装置を構成す
るようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１６５】
　本発明は、例えば動画コンテンツに対する記録、再生及び編集などの各種処理を実行す
る種々の情報処理装置に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１６６】
【図１】ハードディスクレコーダの全体構成を示す略線的斜視図である。
【図２】データベース生成処理の機能ブロックを示す略線図である。
【図３】テキスト入力画面を示す略線図である。
【図４】キーボード画面を示す略線図である。
【図５】画像テキストデータベースを示す略線図である。
【図６】タイトル候補取得処理の機能ブロックを示す略線図である。
【図７】撮像データ管理リストを示す略線図である。
【図８】タイトル候補テキストの表示を示す略線図である。
【図９】画像テキストデータベース生成処理の説明に供するフローチャートである。
【図１０】タイトル候補表示処理の説明に供するフローチャートである。
【符号の説明】
【０１６７】
　１……ハードディスクレコーダ、２……制御部、４……ハードディスクドライブ、５…
…フラッシュメモリ、１０……リモートコントローラインターフェース、３１……画像解
析部、３２……識別子付加部、３３……代表画像選出部、３４……識別子特定部、３５…
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…テキスト付加部、４１……特徴データ記録部、４２……画像テキストデータベース、４
３……撮像データ管理リスト、５０……テキスト入力画面、５１……代表画像、７０……
撮像データ一覧画面、ＤＰ……再生映像データ、ＤＳ……再生映像特徴データ、ＤＳｒ…
…代表特徴データ、ＤＳａ……蓄積特徴データ、ＤＳａｎ……最小蓄積特徴データ、Ｔｉ
ｄ……特徴情報識別子、Ｔｉｄｒ……代表特徴情報識別子、ＴＰ……記録映像データ、Ｔ
Ｓ……記録映像特徴データ、ＴＸ……テキスト。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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